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インターネットは、いろいろなことを調
しら

べたり、遠
とお

くにいる人とコミュニケーションをとったりできる、

大変
たいへん

便利
べ ん り

なものです。しかし反対
はんたい

に、使
つか

い方
かた

をまちがうと、人
ひと

を傷
きず

つけてしまったり、傷
きず

つけられてしまっ

たりすることがあります。また犯罪
はんざい

にまきこまれることもあります。インターネットの世界
せ か い

にも守
まも

らないと

いけないルールやマナーがあります。自分
じ ぶ ん

や友
とも

だちを守
まも

るためにもルールやマナーをきちんと守
まも

りましょう。 

《インターネットの使
つか

い方
かた

について》 

① ２１時
じ

以降
い こ う

はスマートフォンやタブレットなどを使
つか

って、メールやＬＩＮＥ
ラ イ ン

、ゲーム、インターネットな

どをしてはいけません。使
つか

う時間
じかん

についてお家
うち

の人
ひと

とルールを決
き

めましょう。（「１日
にち

３０分
ぷん

まで」

「２１時
じ

～６時
じ

まで禁止
き ん し

」など） 

②１日
にち

のうちでスマートフォンやタブレットなどを使
つか

ってもよいときを決
き

めましょう。（食事中や勉強中

などはしないなど）また、歩きながら使わないようにしましょう。 

③スマートフォンやタブレットなどを使って
つか     

もよい場所
ば し ょ

を決めましょう
き      

。写真
しゃしん

や動画
ど う が

は、お家
  う ち

の人
ひと

から

見
み

えるところで見
み

るようにします。家
いえ

から持ち出す
も  だ  

ときのルールも決めて
き   

おきましょう。 

④写真
しゃしん

や動画
ど う が

を投稿
と うこ う

してはいけません。画像
が ぞ う

に写りこんで
う つ         

いるものから住
す

んでいる場所
ば し ょ

がわかっ

たり、個人
こ じ ん

が特定
とくてい

されたりして、多
おお

くの人
ひと

に迷惑
めいわく

をかけることにつながります。 

⑤インターネット上
じょう

でしか知
し

らない人
ひと

に、写真
しゃしん

や動画
ど う が

を送
おく

るなどのやりとりをしたり、会
あ

う約束
やくそく

をし

たりすることは絶対
ぜったい

にやめましょう。 

⑥ゲームやアプリの利用
り よ う

などでお金
  かね

がかかるものは、お家
  う ち

の人
ひと

に確認
かくにん

をして使う
つか   

ようにします。 

⑦メールやＬＩＮＥ
ラ イ ン

など、インターネット上
じょう

に悪口
わるくち

を書
か

きこんではいけません。もし悪口
わるくち

を見かけた
み    

とき

は、必ず
かなら  

お家
  う ち

の人
ひと

か先生
せんせい

に相談
そうだん

をしましょう。 

⑧自分
じ ぶ ん

や家族
か ぞ く

、友だち
と も     

の連絡先
れんらくさき

（個人
こ じ ん

情報
じょうほう

、ＬＩＮＥ
ラ イ ン

やゲームの Ｉ Ｄ
アイディー

、パスワードなど）を、許可
き ょ か

もな

くほかの人
ひと

に教
おし

えてはいけません。また、知らない
し     

人
ひと

から連絡
れんらく

が来て
き  

も、返信
へんしん

しないで、必ず
かなら  

お家
  う ち

の人
ひと

か先生
せんせい

に相談
そうだん

をしましょう。 

⑨インターネットで困
こま

ったことがあったら、すぐにお家
うち

の人
ひと

や先生
せんせい

に相談
そうだん

しましょう。 

《保護者のみなさまへ》 

・ インターネットの利用は、使い方をまちがえると、友だちとのトラブルや犯罪に巻き込まれること

があります。上記の約束をもとに、ご家庭でインターネットの使い方のルールを決めてください。 

・ 子どもたちにとって、絶対に目にしてはいけない画像があります。保護者の監視のもとに扱わせ

るようにするとともに、フィルタリングをかけるなど、適切に対策をしてください。 


